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議案第３６号 

    職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

   令和５年６月７日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

    職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

職員の給与に関する条例（昭和３５年板橋区条例第１０号）の一部を

次のように改正する。 

第１０条第２項第１号中「同じ。）」の次に「又はパートナーシップ

関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生の

パートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に

協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任

命権者が認める二者間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナーシ

ップ関係の相手方」という。）」を加える。 

第１１条の３第１項第２号中「（配偶者の」を「又はパートナーシッ 

プ関係の相手方（配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれも」

に改める。 

第１２条の２第１項及び第２項中「配偶者」の次に「又はパートナー

シップ関係の相手方」を加える。 

  付 則 

（施行期日） 

 １ この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

（職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年板橋区

条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  付則第１１項中「引き続き」の次に「、配偶者を有しない場合（職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和５年板橋区条例第 

号）の施行の日以後にあつては、配偶者及びパートナーシップ関係
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（双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパ

ートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に

協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると

任命権者が認める二者間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナ

ーシップ関係の相手方」という。）のいずれも有しない場合）で、か

つ」を加える。 

付則第１２項中「職員が配偶者」の次に「又はパートナーシップ関

係の相手方」を加える。 

 付則第１４項中「配偶者」の次に「又はパートナーシップ関係の相

手方」を、「生じた日」の次に「（職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例（令和５年板橋区条例第 号）の施行の日前にパートナ

ーシップ関係の相手方を有するに至つた場合は、同日）」を加える。 

 

（提案理由） 

 東京都パートナーシップ宣誓制度の趣旨を踏まえ、扶養手当の対象と

なる扶養親族に係る規定等を改める必要がある。 

 

 


